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令和６年度 第１１回和水町教育委員会会議録 

 

日時  令和７年３月２８日（金） 午後２時４０分～ 

場所  和水町役場本庁 ３階大会議室 

 

出席委員 教育委員 陶山三千也、坂口幸裕、牧嶋隆光、藤井山京子 

教 育 長 米田加奈美 

欠席委員 なし 

 

出席事務局職員 学校教育課 課長 中原寿郎、課長補佐 西原伸哉、 

社会教育課 課長 伊藤光弥、課長補佐 樋口恭子 

 

議 題 

・当面する教育上の諸問題について 

【議案第１号】和水町地域学校協働活動推進員及び支援員の委嘱について 

【報告１】和水町教育文化補助金等交付要綱の一部改正について 

【報告２】第２期和水町スポーツ推進計画の策定について 

【報告３】和水町子ども読書活動推進計画（第４次）について 

・その他 みかわ手漉き和紙料金改定について 

 

 

１．開 会  午後２時４０分 

 

２．令和６年度第８回・第９回議事録署名 

第８回議事録に陶山委員、坂口委員が署名。 

第９回議事録に藤井山委員、牧嶋委員が署名。 

 

３．令和６年度第１１回議事録署名選定 

議事録署名委員に藤井山委員、牧嶋委員を選定。 

 

４．教育長挨拶 

※時候の挨拶 

 

５．議題 

・当面する教育上の諸問題について 

（１） 動静及び結果報告 

（２） 児童生徒関係について 

（３） 教職員関係について 
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【議案第１号】和水町地域学校協働活動推進員及び支援員の委嘱について 

〇社会教育課長説明 

 

（教育委員） 

お尋ねですけれども、学校協働活動推進員にＡさんがなられるのですが、今度、教育委員

という形で入れるんですけど、重複は問題ないのか。 

（社会教育課長） 

はい、問題ないということで話は、本人からもいただいたところでした。 

（教育委員） 

学校評議員のときは駄目だっていうふうに言われて、私は交代したような記憶があるんで

すけども。 

（教育長） 

学校運営協議会は入られません。 

（教育委員） 

入らない、もちろん、はい。そちらは問題ないということで。 

（社会教育課長） 

推進員は大丈夫と聞いて、本人もオッケーを出されたんですね。 

（教育委員） 

何か制度があったときに、教育委員であれば、もうそちらのほうはできないということが

あったので、ちょっとお伺いした次第でございます。 

（社会教育課長） 

もう一回、確認をします。 

（教育委員） 

問題なければ、問題にしないと思うんですけど。 

（教育委員） 

同じことを思いました。 

（教育委員） 

教育長が一応承認をするという中に入っているので、どうなのかなと思いながらね。 

（社会教育課長） 

確認をします。 

（教育委員） 

以上です。 

（事務局） 

そのほか、御質問等ございますか。よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

（事務局） 

では、御承認いただいたということで、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

【 議案第１号 承認 】 
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【報告１】和水町教育文化補助金等交付要綱の一部改正について 

〇社会教育課長説明 

 

（教育委員） 

お尋ねです。青年団は増えたんですか、減ったんですか。それとも、たまたま表にあるん

ですか。 

（社会教育課長） 

そのままです。表にございます。 

（教育委員） 

意味はないんですね。 

（社会教育課長） 

はい。補助金関係の全部の表を出しております。 

（教育委員） 

これだけのですね。分かりました。 

（社会教育課長） 

ほかにありませんでしょうか。 

（事務局） 

よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

（事務局） 

ありがとうございます。 

 

【報告２】第２期和水町スポーツ推進計画の策定について 

 〇社会教育課長説明 

 

（教育委員） 

これは報告ですから別にいいんですけど、思ったのはですね、３７ページのスポーツを通

した地域のつながりづくりで、イベント情報の発信等を書いてございますが、残念ながら現

状はゼロとなっておりますが、必ずしも何月何日どこどこで、こういうのをやりましょうと

いったから、これは特に高齢者目線でお話ししてますけども、なかなか集まってやりましょ

うというふうにはならないですよね。 

それで、今いろいろあると思うんですよね。筋トレ、ストレッチ、自分の家で好きな時間

にやれる。そういう情報を可能でしたら、広報なごみあたりで、今月こういうのを、例えば

こういうのをやりましょうとか、何かそういうのをやっていくと、我々世代ぐらいから上の

人たちは、こういうのもあるんだ、こういうのもあるんだと。だから、出かけていくのは億

劫だけど、交通手段も持たないけども、家でやれますよと、そういうのをしてくださると非

常にありがたいかなと思ったところでした。そういう情報発信の仕方も御考慮ください。 

（社会教育課長） 

そうですね。ありがとうございます。お茶の間筋トレとか、各公民館でもやっております。 
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（教育委員） 

それは出かけて、何曜日のどこにと、それさえも億劫だけど、でも、これを見ると運動が

好きな人は結構多いからですね、やりたいという気持ちがあっても。 

（社会教育課長） 

そうですね、御意見ありがとうございます。 

（教育委員） 

先ほど、推進計画策定委員会の委員のところで、学識経験者の大林先生、助教授というふ

うに言われたんですけど、助教は助教なんです。助手と助教と大学の先生の呼び方があるん

ですけど、助教は講師になっていって、今、准教授といいます。助教授というのはなくなり

ました。だから、助教というのはそのままでいいです。 

（社会教育課長） 

助教でもいいですか。はい、ありがとうございます。 

（教育委員） 

助教授じゃないんですね。イコールじゃないんですね。 

（教育委員） 

助手というのはそのまま、ずっと助手でおられる先生のことを言います。一応、大学の制

度上の問題ですけど。 

（社会教育課長） 

ありがとうございます。 

（事務局） 

そのほかに、御質問・御意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」という声あり） 

 

【報告３】和水町子ども読書活動推進計画（第４次）について 

 〇社会教育課長及び課長補佐説明 

 

（教育委員） 

いろんな調査とかなさって、これだけまとめるのは大変だったと思います。読書好きが非

常に多いということが、ここから分かりました。後のほうに、ページ数が出てないので、打

ってあったのかもしれませんけども。 

その中で、読書推進に関する取組が、各学校間でちょっと違うなということを感じており

ました。蔵書冊数自体は菊水小も菊水中も三加和小中学校も達成率が１９０％とか、１２

４％とか、すごくたくさんあって恵まれているのかなということは、もうとりあえず一目瞭

然になりました。 

その中で、明らかに三加和の小中学校と菊水の小中学校の読書に対する取り組み方は違う

なと。いろんなことをですね、図書だよりにしましても、ゼロのところもあるみたいですけ

ど、１１回、ほぼ毎月のように出されている、三加和のほうはですね。それから、お話会の

回数も違いますし、要するに中学生が小学生に読み聞かせをするとか、そういう回数も違っ

ています。 

そのような中で、何でこういうデータになっているのか、ちょっと私、分からないんです
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けども、１番とか２番とか３番のところで、学校ごとじゃなくて小中学校、児童生徒になっ

ているんですね。ほかのデータは小中学校できちんと学年ごとになっているのに、ここだけ

一つになっていると。こういうことなっていると、じゃあ、そういう取り組みが反映されて

いるか、いないかということが見えない。データとしてのつくり方として、私はこれはおか

しいと、データとしてですね。ここのところだけ、こういうことをしてあったらですね。 

当然取り組みが違えば、そこに子どもたちの本を読む、本に対する取り組み方というのは、

読書量は違うのかなというふうに思えるんですが、これではそこが分からないんですよね。

これだけされているのに、やっぱり少ないとか、これだけしたから多いとか、ここが不十分

だったから少ないとか、少ないけども、たくさん読んでいるとか。 

全般的には書いてありますけど、蔵書数も多いし、読書意欲もこのアンケートから見ると

すごく強いですので、推進していくのには非常にいい環境にあるなとは思うんですけども、

もしこれだけ取り組んで、その成果でよかったから増えた、よくなかったからあまり増えて

ないというのが一目瞭然であるならば、読書を推進していくために、どういうことを考えて

これからやっていけばいいのか。せっかくこれだけの手間ひまかけて、カラーの立派な資料

をつくられているので、もったいないというか、残念というかですね、その辺のところを感

じ取りました。 

その辺のところは、問題はなかったんでしょうか。いかがでしょうか。お尋ねです。 

（事務局） 

当初は学校別でグラフをつくっていました。策定委員の会議で検討する中で、子どもとい

うか児童は、本の内容がサクサク読めるというか、なんて言うんですかね、冊数ではなく中

身の濃いものと言いますか、学校によってかなりのバラつきがありまして、学校の先生方に

ももちろん策定委員の中に入っていただいています。その先生方からも、この説明に関して

は、生徒児童でグラフを表してほしいという御意見も出た経緯がありまして、藤井山委員さ

んも御存じなんですけれども。 

（教育委員） 

あえて菊水・三加和と分けてしないほうがいいんじゃないかというのが、先生のほうから

出たんですね。菊水はこんなに多いとか、三加和はこんなに少ないと、比較する必要はない

んじゃないかというところで、一つにまとめて児童生徒にされたんです。あえてされたんで

すよね。 

冊数というのもカウントの仕方で、例えば１冊にお話が、イソップ童話で５話も６話も入

っているのもありますよね。これを５とカウントしてる子もいれば、それで１って、そのカ

ウント仕方もバラバラなので、もうそういうことも含めて、三加和と菊水でそんなあえて競

わせるじゃないですけれども、明記しないほうがいいんじゃないでしょうかと、もう今にな

ってという感じだったんですね。 

三加和が少ない、菊水中が多いとか、そんなことも感じる必要はないんじゃないかという

ことを教育現場のほうから、あえて出たんです。おっしゃったんです。 

（教育委員） 

今の説明では、私、分からないんです、おっしゃってる意味が。本は冊数は冊数だから、

中身の濃い薄いは、誰も分からない。どれを見てこの本は濃いから、これは薄いから、これ

が多いから、薄いほうが薄いから貸し出しが少ない、あっても、それはあまり意味がないと
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か。それはないと思います。断じて言います、それはですね。 

そういう御発言はいかがなものかと思うんですよね。なぜ、現場の先生がそういうことを

おっしゃるのかと。だから、私はさっきも言いましたように、こういう取り組みをしたから、

こんなふうに貸し出しが増えています、本好きも増えてますという流れだったら、実によく

分かるんです。であるにもかかわらず、何回も言いますけど、蔵書数はたくさんあります。

もう本当にすごいと思います。あとは学校の取り組みは、これは明らかに違いますね。 

それが、じゃあ、これだけ取り組みをやっても変わらないのか、変わるのか、当然やった

ほうはやっただけのことが出てきていると思うんですよね。そして、長い目で見たら、その

子どもたちの成長に心の糧となっていきますので、生涯のですね。だから、本好きを増やす

ための取り組みであるなら、競争させてもいいんじゃないですか、極端にいうならば。少な

いから、もうちょっと頑張ろうと。うち少なかったから、来年度はここを重点的にもう少し

図書委員の活動を各小学校で、活発化させて、もっと言うなら教室に本を置いて、いつでも

手に取りやすいようにするとか、いろんな取り組みが出てくるはずなんですよね。 

なのに、ここだけ、競わせたらおかしいという論理は、藤井山委員がおっしゃったわけじ

ゃないですけど、何でそういうのが会としてまとまっていくのかというのは、私も国語教員

ですから、いろんな場に出て、こういうデータの取り方を初めて見たからですね。これ、も

しというか、例え見たときには、これは整合性がないと、結局、何回も言います。読書をや

めましょうという会なら分かります。読書推進委員会の計画書として、本当すみません、一

生懸命されたと思いますけど、これじゃ不十分なデータじゃないかなと。今、見てですね、

この間いただいて思ったものですから、ちょっとお尋ねしておきます。 

（教育委員） 

あえて競わせないほうがいいんじゃないか、競わせるのではなく、教える側としてですね、

競わないほうがいいんじゃないかという感じの。 

（教育委員） 

でも、読書推進委員会じゃないですか、これ。推進させない委員会だったら分かります。

そういうデータはそういうふうになる、困るだろうと。 

でも、それだったら、私だったら、例えばあまり学力も競うものじゃないけども、自分が

受け持っているクラスの成績が悪いなら、やっぱり頑張れとカンフルを入れるし、本当に頑

張ろうとまた思うし、これで危機感を持ってですね。だから、当然少ないから、じゃあ、何

か取り組みを考えなきゃいけないなというのが普通じゃないですか。それを競わせるのはお

かしいという論議が、どうして生じるのかということは。 

（事務局） 

すみません。この上にも書いていますとおり、平成３０年度の時点で、まだ菊水地区のほ

うは学校が統合前でして、今回この平成３０年度と令和５年度を比較しているんですけども、

グラフをつくるにあたって、平成３０年度のデータが、どうしても菊水小として出すのであ

れば、平均を取ったグラフになるんですよ。その４校のですね。 

ちょっと小学校、学校名で分けたときに、正確な数字で表せてない部分も、平均をとるの

でというので。 

（教育委員） 

すみません。それはおかしいです。それは母集団が違うから、例えば平成３０年現在だっ
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たら、たぶん分かりません、実際は。中央小が人数が多いから多いだろうし、そうでない学

校なら少ないだろう。でも、それは合計で出せばいいじゃないですか、令和３０年度は４つ

の学校でこうでしたよと。それが令和５年になったら、これだけの数字になっていますよと

出せば、誰でも納得するのに、なんかここだけ一つにしてあることに、何か意図的なものを

感じるんですね。さっきおっしゃったように、競わせないほうがいいって。何でそういう論

理が出てくるのかが全く分からない。 

だから、一応これ、教育委員会として出される資料であるので、我々、教育委員は何を見

てきたのかと。我々もこれ、実際タッチはしてませんけど、責任の一端を担うわけですから、

そういう数字を出していいものかどうか。それは厳しく言うならば、やってないほうの言い

訳じゃないかなと。仕方がないんだと、やってないからそれはしょうがない。でも、あっち

のやってる学校と競わせないでくれよ。 

それも本当に子どもたちのためになるのかと。ならないから頑張りましょう。それは働き

方改革でもなんでもないと、私は思うんですよね。勤務時間外に何をしなさいということじ

ゃないから、時間の中で勝負して、子どもたちに読書の楽しさをより深く教えていきましょ

うと。本好きを増やしましょう。この間から電子図書の話で、いろいろ出ているじゃないで

すか。本好きを増やしましょうと。 

一番大元のところの学校が、そういうふうな姿勢でいて、ここでいくら本好きを増やしま

しょう、電子図書の推進とか、電子図書に対して、私、クエスチョンマーク何回も言ってま

すけども、そこと矛盾するんですよね。 

じゃあ、教育委員会はそういう推進と言ってるけど、推進してないんじゃないかと。デー

タは一つからでも明らかに読み取れる。そこはやっぱり考えて出さないと、出す側の責任と

いうのがあると思うんですよね。 

（事務局） 

学校訪問のときにあったのは、冊数ではなく内容、熟読というのを推進しているというこ

ともおっしゃられてですね。小学生より中学生になれば、より内容が小説だったりとかにな

ってしまうので、どうしても冊数的には伸びが低く、低いというか、読書をしている子はい

るんですけれども、冊数からいけば、なかなかですね、受験生に近づくにつれて、少なくな

ったりっていうのも。 

（教育委員） 

言わんとされていることは分からないでもないけど、それは違うと思うんですよね。冊数

はあくまでも数値であって、だから頑張って読みましょう。じゃあ、次の方策を考えましょ

う。 

例えば、さっきの高校進学の話とも絡むかもしれませんけれども、私、現場の先生たちが

どういう対策をされているのか知りませんけど、私立高校とか推薦入試で早く決まりますよ

ね。早く決まってから卒業までの時期の間の授業というのは、どうしても、もう心ここにあ

らずになってしまうと思うんですよね。 

そういう時間に、例えば中学校でやるとすれば、たくさん読ませる。これはもう明らかに

言いますけど、高校では推薦入試で早く決まった子どもたちは、もう大体１２月の半ばぐら

いから、同じ時間で、片方は入試の問題を解きながら、片方は読書です。そして、ちゃんと

その子たちを見放さないような段取りをしています。鹿本あたりは、今やっているかどうか
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知りませんけども、ずっとやっていました。そのことによって、読書好きを増やそうと。も

う進路も決まったんだ。じゃあ、この時期に言葉悪いけど、本でも読もうかと、それが意外

と好きになるんですね。また借りたい、また図書館に行ったよという形なんですね。 

だから、読書の質というのは再三言うけど測れない。これがレベルが高い人で、これが低

い人、それは本に対する冒とくになりますからね。そういう方法を取るとか。あるいは例え

ば、朝の先生たちの朝会の時間等に、自習で本を読む時間をつくるとか、あるいは昼休みに

ちょっと、体も動かさないかんけど、御飯も食べなないかんだろうけど、そういうことを週

１回でもつくっていくと、子どもたちは読むと思うんですよね。 

だから、お膳立てを大人がしてやらないといけないのに、非常に悲しいです。今、聞いて

てですね。どうしてそんなふうに、そこの数字だけ競争になるから出さないなんて、そうい

う論理が成り立つのかというのはですね。私は、これは本当に説明つかないと思います。こ

ういう論理をやっていったらですね。本当に一生懸命されているのは分かるんですけども、

そこは現場の先生たちは考えていかないと、指導しなきゃいけないんじゃないですか、教育

委員会として。それが教育委員会じゃないかなと、私は思うんですよね。 

先生たちが言うからなんでも、それは勤務時間外まで働けということじゃなくて、勤務時

間内で何とか知恵を出し合って考えませんか、増やしていくようにと。それが本当の読書の

推進だと思います。そして、それでも本を嫌いとなるのがいるかもしれないけども、本好き

もいるし、アンケートで本好きは、こんなにたくさんいるのに、せっかくこの子どもたちを

小学校、中学校の間に伸ばしてやれれば、どんなすごい子どもたちが出てくるか分からない。 

そういう機会を保障していくのが仕事ではないかと私は思います。私が言っているのが違

うのかどうか分かりませんけど、私の人生経験の中では、これはあり得ないというのは、今

ちょっとお話を、代わりにおっしゃってくれてると思いますけどもですね。 

（社会教育課長） 

教育委員の御意見、承りましたけど、一応、策定委員会の中ではこういうふうな話になっ

て、質問１のところですかね、ここの。 

（教育委員） 

１、特にですね、学校別平均読書数とか、２番とかですね、それから３番ですか。 

（社会教育課長） 

そこを学校別にしてほしかったという御意見ですか。 

（教育委員） 

資料として出すならですね。ほかのところは、例えば４番の蔵書数から施策と設置とか、

読書月間とか、委員会活動とか、一斉読書の実施とかですね。それから読み聞かせとか、お

話会などの回数とか、家庭との連携、これは各学校あんまり変わりはないみたいですけど。

コンクールの応募ですね、菊水中は感想画だけですけども。それから、図書だよりの発行は、

もう明らかに２回と年１１回では、全然違う。 

（社会教育課長） 

分かりました。そういったデータである程度分かるんじゃないんですか。 

（教育委員） 

いや、分からない。 
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（社会教育課長） 

やっぱり分けたほうがいいんですか。 

（教育委員） 

分けないと、このデータを取ってる意味がない。 

（教育委員） 

すみません。策定委員さんたちが一生懸命考えられて、そういうふうになったと。元デー

タはあるんですよね。 

（社会教育課長） 

もちろん、はい。 

（教育委員） 

ということは、副本じゃないけど、本当に必要とされるところに、そういったデータとい

うのは、私もこれを見ながら、最初あれって４つの学校という、そのギャップを感じながら

見ていたんですが、教育委員が言ったように、元データがあるんであれば、そういう副的な

もので、納得というか、データをつくっていただければ、表に出す。もうそれは策定委員さ

ん方が、今回はこうしましょうということでやられてるので、それに、これは策定委員でも

なんでもないので、それに異議を申し立てることはないんですが、こうやったほうがいいよ

と説明する分については、それぞれの学校ごとにやったほうが、私も見やすいだろうなと思

いながら、パッと見て感じたところでもありますので、そういうのがあれば、手間ひまかか

るかもしれないですけども、元データで。 

（社会教育課長） 

別に学校に、資料として。 

（教育委員） 

できれば。 

（教育委員） 

添付みたいな格好でですね、言葉悪いですが、都合が悪いところには出さなくて、それは

いけないことかもしれませんが、本当のところは見えませんので。 

（社会教育課長） 

学校には出さない。 

（教育委員） 

そういうのがあれば、分かりやすいなというふうに思います。 

（社会教育課長） 

学校だけ、はい。 

（事務局） 

これに差し込むということですか。 

（社会教育課長） 

添付資料ということで、これに付けるという、別資料ということで。 

それでもう、よろしいでしょうか。 

（教育委員） 

それはもう、マニュアル的に厳しいのは仕方ないですけど。ただですね、三加和中が全校

一斉読書を１４０回なさっていることは、私も前職のとき、それを推進してきた、朝から読
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みましょうということで、本当ですね、全然手がかからないんです。最初だけです。最初だ

け、そのうちに週に１回、例えば月曜日の朝１０分間だけでも、月最低でも４回借りにいき

ますね。そうすると、朝から慌てて、今日、朝読の日だった、借りにいかなきゃと、図書館

に殺到するから、図書の先生とか図書委員が待っているんですね。それでも、読み始めてホ

ームルームに行くときには、みんな読んでいるんですよ。だから、落ち着くんですよね、子

どもたちが。授業の前に黙想とかさせていらっしゃいますけど、あれもすごくいいんですけ

ど、学校全体、生徒自体が朝からすごく落ち着いて、スッと授業に入っていける。そういっ

た効果もあるんですよね。 

だから、ぜひ今後、そういう学校の取り組みを各学校で実施してほしいなとは思うんです

よね。先生たちは職員朝会の時間もあるから、その時間にやっていけばいいことで、それは

大変じゃなくて、最初だけ頑張れば、最初の１週間頑張れば、生徒たちはもう信じて、ピシ

ャっとやりますので。私は経験上、これは本当に、何回もすみません力説してますけども、

ぜひぜひ、もう資料にいろいろ問題があるとおっしゃるのであれば、そこだけ本当のデータ

をちょっと知りたいなと思いました。 

（社会教育課長） 

分かりました。 

（事務局） 

すみません、その質問の内容が、１番と？ 

（教育委員） 

１、２、３ですね。これをパッと見たときに、学校ごとにされてないのは。 

（教育委員） 

１回目のときは出ていたんですよね。最初は出ていたんです。 

（教育長） 

町のスポーツも、くくりでしているので、町のスポーツ推進計画も見てもらうと分かるん

ですけど。 

（教育委員） 

いや、だったらですよ、ほかのも全部くくりでできないのか。同じ小学校全体の蔵書数あ

りますとか。あと、細かく学校ごとにされたじゃないですか。そこが、さっきも言ったよう

に、整合性に欠ける、矛盾していると、一貫性がないと、私の言いたいことは。 

（社会教育課長） 

ありがとうございました。 

（教育委員） 

すみません、その設問の１番のところの平均は、逆に言うとこれは学校によって差が激し

かったんですか、結論として。 

（社会教育課長） 

そうですね、はい。 

（教育委員） 

ここの旧何とか小学校は少なくて、旧何とか小学校はすごいという差が。 

（事務局） 

質問で８番ですね。学校の取り組みですが、三加和中学校がちょうどこの年が、全校一斉
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読書の取り組みで実施されているんですよ。なので、かなり確か冊数があって。 

（教育委員） 

４校の中でも、小中合わせても４校の中でもドンと飛び抜けた。 

（事務局） 

確かだったと。すみません、ちょっと最初のデータの内容なので。 

（教育委員） 

僕もあんまり学校の読書のこの推進的なところの力の入れ方というのが、学校単位であっ

たり、町だったり、図書、司書的なところ、お仕事の配分なんかもちょっと分からなかった

んですけど、言われるような形で差があることを出すことが、まずいのかどうかじゃなくて、

ここ、アンケートのこのところとは違って、ここまで全て実績ベースですよね。この資料の

１の１から１４のところまでは、いわゆる実績なんで、これはもう覆しようがない事実とい

うところをグラフや表で、数値を表したということで。 

じゃあ、ここは三加和中が抜きんでて高かったと。当然褒めれるべきところでありますし、

何でこんなにいいんですかというのは、やはり８番の一斉読書の実施というのが、すごく効

いてるんではないでしょうかというふうな講評的なものがあるならば、やっぱりこの効果は

高いと。ぜひほかの小中学校も見習ったほうがいいだろうと。 

もっと言うと、この全校一斉読書というのが、三加和中が昔から伝統的に行われているも

のなのか。たまたま、この令和５年度、もしくはこの近辺ぐらいから、ある先生の声かけに

よって強化されていて、伸びてきているというふうなことがあるならば、ぜひまねをするべ

きと思って、この話そのものは当然町外とかに出るものではないんですけども。第三者的に

この１番のグラフから、年平均読書冊数を読み込む立場からいくと、何を言いたいんだと。

これ会社であったらば、説明する担当者に社長に言うには、いや、実はやはり中学生に上が

ると、ガクンと冊数は減ります。その一方で、町の学校の取り組みによって微増ですけれど

も、この５年間で一人当たりの平均は伸びています。というのが、たぶんこのグラフの趣旨

から読み取れるものでありますし、そういうことをアピールすべきデータなのかな。 

なので、ちょっと先ほどから、学校別に差がある、それを競わせる、競わせるのではなく

て事実なんで、その結果を競っているかのように読み取る側のほうが、そんなことをあから

さまにする必要はないんじゃないかという御意見もあった中で、じゃあ、もう全部まとめて

というふうになりますけども、平均化するのがいいのか、まとめてしまうのがいいのか、バ

ラバラにしてあまりにも露骨に表現するのがいいのかどうか、そこは私も結論も何もないん

ですけども、学校別に差があって、その差がある根拠がきちんと、どれかのほかの数字とリ

ンクして、こういう取り組みはいいよね。どこかが低いから悪いから、そこは駄目じゃない

かというのを言っているということが目的ではなく、いいところをまねしてやっていきまし

ょう。反対に、この令和５年から次のまた５カ年間で伸ばしていきましょうとか、中学生に

なっても維持して、本を読みましょうというところの次の基礎データに当たる部分なので、

もっと言うと、これデータあればいいんですけども、平成３０年、令和元年、２年、３年、

４年、５年といって、さっき言った三加和中の１４０回の一斉読書のこういった回数が、ど

っかからその間に始まっているんであるならば、ここはやっぱり変化点だったんだよねとい

うのが読み取れるんであるならば、そういうふうなデータがあれば、もう本当に一番いいの

かなと思いますが、たまたまこれどうしても、第何次の計画の関係で５年おきにしかないの
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であれば、５年前との単純比較しかないかなと思いますけども、やはり僕は学校別に何らか

差があることの要因が存在するならば、平均なんで、大規模校、小規模校に基本的には変わ

りは僕はないと思います、平均なんで。 

どちらかというと、やはりそういった環境を持っていくようなキャンペーンをしていたり、

本が取りやすいような場所に置いてあったり、新書のコーナーがたくさんあったりとか、そ

ういう意味では、子どもの興味を示すようなことがされていることがはっきりと因果関係が

分かるならば、やはりデータは配布したり、それをきっかけに、次の５年間のとか、毎年の

学校の図書予算とか、図書館・図書室の運営とか、そういったものに役立てていただければ

なと思って、ちょっとお話を聞いたり見ておりました。 

確かにちょっと、極論を言うと、１って何のためにやったんだろうっていうふうに思った

んです。いらないんじゃないかと、もっと言うと２と３があればいいんじゃないか。学年別

の推移が分かればこれでいいんじゃないか。いわゆる児童と生徒に分けるのは、小学校と中

学生に分けただけなんで、１は何の目的でしたんだろうか。話を聞いていて、もともと学校

別の差を見える化というか、差が見えてしまったから、じゃあ、まとめました。まとめると、

やはりその差異が分からなくなる。なので、データとして分析するためには、やはりもう今、

教育委員からもお話ししましたように、ここはこのままでいいんで、元データとして各学校

の差があるとか、令和元年とか２年とか、そういうデータもあるならば、そういったものも

含めて開示していただいてから、次の図書館・図書室づくりや貸出数の増冊、図書の予算と

かの運営に充てていただければと思います。 

以上です。 

（社会教育課長） 

ありがとうございます。 

（教育委員） 

後ろのほうの公民館ごとの貸出数についても、当然変異があるのは普通だと思うんです。

学年によってその年は極端に増えたりとかですね。４００超える学年もあれば、これだけ厳

しく、なぜ中央公民館と三加和公民館で、比べる必要があるのという論理もあるんですよね。

児童生徒数が違うからと言ってしまえば、それまでかもしれないですけど、ただ、これもや

っぱり、どうしたら借りるようにするか。 

極端な話ですけど、令和３年度三加和公民館、中１、中３がゼロ冊と、そういうのもある

んですよね。だから、そこのところは見える化って、ごめんなさい、言い方きついかもしれ

ないけど、隠し立てすると何か裏があるんじゃないかなと、勘ぐるんですよね、逆に。何で、

ありのまま出さないのと、そこから始まっていけばいいんじゃないと。次、頑張るかどうか

分からないけど、楽しさを教えていこうというふうにやっていけばですね、学校だけじゃな

くて公民館とかにもあるよと。 

それから、この前もおっしゃったように熊本の本も借りられるようになるよとかですね。

もうどんどん、どんどん、電子図書もあるよとか、いろいろ紹介していけば、それこそ子ど

もたちは読書によって、家にこもっても困るんですけども、感性を磨く、感受性豊かな子ど

もが育っていく町になると思うので、そういう意味で、ぜひその辺のところは見ていただけ

れば。 
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（社会教育課長） 

ありがとうございます。 

（事務局） 

今度、広報紙で図書のほうを掲載しますので、ありがとうございます。 

（事務局） 

ありがとうございます。この件については、よろしかったでしょうか。 

（教育委員） 

先ほどのアンケートのほうは、いわゆる児童、小学生と生徒、中学生、それから保護者と

いうところは、ほぼ設問は基本的に同じなんですよね。となってきたときには、これこそ、

さっき色を変えてというお話もありましたので、設問が同じであれば、まさしく並べて書い

たほうが、例えば小学生のときには好きって言っていたのが中学生になったら、ドンと減っ

たとか。何となくやっぱり心理、そういう思春期的なものも含めて、何かあるのかなとか。

そもそも保護者、家庭のほうが読んでないところとやっぱり子どもが読まなくなるところで

何か相関があるんじゃなかろうかっていうところで、ちょっと親のほうは読んでほしいと期

待しているのに、実際子どもは読めてないとかいう乖離があるとかですね。 

ちょっと設問が全ての人とは言いませんけれども、特に小学生、中学生は、児童生徒はた

ぶん、ほぼ一緒だったかなと。保護者のほうは若干違うので、全てが一緒に並べることはで

きないかもしれませんけども、ちょっとそういうふうな並べ方で見ると、年齢に応じて親の

立場からの考えとか、実際親って、やっぱり働きながら読むのが難しいということだから、

逆に子どものうちに読んでおきなさいよということも言いやすいのかなっていうふうに思っ

て。グラフを見ると、短編短編で点でしか見ないとなるので、じゃあ、小学生と中学生の違

いは、大人との違いはとかを見るという意味でも、いっぺんに書けるならば書いて、さっき

言ったように色違いで児童・生徒・保護者というふうに並べてもらうならば、それでもまた

年齢的な違いでの比較もできるのかなというふうに思います。ちょっと御検討いただければ

と思います。 

（社会教育課長） 

御意見、ありがとうございます。 

（事務局） 

では、そのほか、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

・その他 みかわ手漉き和紙料金改定について 

〇社会教育課長説明 

 

（教育委員） 

もう上げていいと思います。というのは、営利目的ではないので、本当に現在使っている

エネルギー代にかかっている部分のところで、赤字を出すのは、もう存続にもかかわってき

ますので、上げていいと。逆に上げることで、私は価値が出るのかなと。もちろん、これを

高いと感じる人はもう来ないから、もうその人はほっといていいと思います。むしろ、そう

いったハワイからとか、国内外問わずに多くの地域の方から、和水の手漉き和紙の文化とい
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うところをお金を払ってでもしたいという方には、それなりの価値のあるものだから、これ

だけお金をいただきますと。やはりコピー用紙が安く売られているような世界の中で、手漉

き和紙は価値があるというところを確立するためにも、いいんじゃなかろうかと思います。 

ぜひ、ハワイからの団体、ここから口コミで広がってほしいですね。 

（社会教育課長） 

ありがとうございます。 

（教育委員） 

同感です。いくらだからしないとか、いくらだからするのではないので、やりたいと思っ

たら、それは。 

（教育委員） 

この手漉き和紙の館使用料と体験学習料の違いは何ですか。館使用料というと。 

（社会教育課長） 

体験するときには必ず使用料を。 

（教育委員） 

そうですよね。 

（社会教育課長） 

はい、プラスです。ここは体験料プラス館使用料も入ります。 

（教育委員） 

使用料と体験料ですね。 

（社会教育課長） 

そうです。 

（教育委員） 

紙漉き料金の表の下に米印で、二級品販売に関しては商品の質により検討するということ

で、二級品の程度、それから金額というのはどういう設定をされてますか。 

（社会教育課長） 

これが微妙でですね、二級品もいろいろな段階というか、もう穴が開いているとか、何か

ゴミが入っているとかございますので、そこはもう保存会の方に任せております。 

（教育委員） 

見た目での品質ですね。 

（社会教育課長） 

はい。料金設定はあえてしていない状況です。 

（教育委員） 

設定していない。 

（社会教育課長） 

はい。 

（教育委員） 

けど、ただじゃない。 

（社会教育課長） 

もちろん、ただじゃないです。しかし、普通の和紙を多く買われた方には、二級品もちょ

っとプラスで付けてあげるよ、みたいなときもあります。 
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（教育委員） 

文化協会の絵手紙クラブで、お願いしたんですね、書くための障子紙だと大体５００円な

んだけど、ちょっと高い紙をやっぱり何枚かこうあれがあったので、それは３００円にしま

すと。そのときの担当の方の胸三寸で決まる、そんな感じで。 

（社会教育課長） 

それではいけないと思いますけども。昔は上手な方がいらっしゃったんですけども、今、

修行中みたいな感じなので、それも合わせての料金設定になっています。 

（教育委員） 

お尋ねです。今、何気なく見て思ったんですけど、使用料のところ１０名から１９名と書

いてございますが、９名以下ということは。 

（社会教育課長） 

していません。９名以下は予約受付していません。 

（教育委員） 

予約はできないんですね。 

（社会教育課長） 

はい、していないです。 

（教育委員） 

イベントがあるときは、入っていっても、数人でもやったことありますけど、それは１０

人じゃないと駄目ということですよね、間違いなく。 

（社会教育課長） 

はい、毎日開いてませんので。 

（教育委員） 

確認ですけど、入館料というか、全員がやるという前提ですね、これは。 

（社会教育課長） 

そうですね。 

（教育委員） 

やらないから、どうのこうのじゃなくて。 

（社会教育課長） 

そうなりますね。 

（教育委員） 

分かりました。 

（教育委員） 

すみません、質問というよりも提案です。これは、ふるさと納税になってますね。 

（社会教育課長） 

ですね。それも言われるかなと、今日お話を聞いてですね。それはぜひいいなと。 

（教育委員） 

紙だけをふるさと納税で売って、好きな人は絵手紙とかですね、じゃあ、東京でやってる

からとか、そういう方たちもやっぱり和紙がいいよねっていうふうなことですし、今日、今

年も私も提案しましたけども、ふるさと納税の中で体験として、これをして自分で出来上が

ったものはもちろん持って帰ってもらえるけど、これに合わせてお野菜もいっぱい持って帰
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れますみたいな感じでもいいのかなと思ってですね。ぜひ、何かふるさと納税に、ものと手

漉きの教室というか、体験学習と、何か二つ出していただければ、またアピールになるのか

なと思います。 

（社会教育課長） 

まちづくり課に言っておきます。ありがとうございます。 

（事務局） 

では、そのほか、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

（事務局） 

ありがとうございます。 

では、議題としては以上になります。 

 

６．その他 

・金栗四三氏の銅像除幕式について 

・次回教育委員会議の日程について（事務局） 

 

７．閉 会 

 

閉会時刻 午後４時００分 

 

 


